
大和市立病院の会計年度任用職員の報酬等に関する特例を定める規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。 

令和４年９月２９日 

大和市長 大 木  哲 

 

大和市規則第３２号 

大和市立病院の会計年度任用職員の報酬等に関する特例を定める規則の一部を改正する 

規則 

大和市立病院の会計年度任用職員の報酬等に関する特例を定める規則（令和２年大和市規則

第２９号）の一部を次のように改正する。 

別表報酬の額（時間額）の欄中「１，０４０」を「１，０７１」に、「１，０４７」を「１，０７７」 

に、 

 

 を 

 

に、 

１，６６９ 

 を 

１，７０２ 

 に 

１，６９５ １，７２９ 

１，７２０ １，７５４ 

１，０５８ １，０７９ ２，８６２ ２，９１８ 

１，０９３ １，１１５ ２，９０１ ２，９５９ 

１，１３３ １，１５５ ２，９４２ ３，０００ 

１，５３４ １，５６４ １，６３５ １，６６７ 

１，５７３ １，６０４ １，６６９ １，７０２ 

１，６１１ １，６４３ １，６９５ １，７２９ 

  ２，８１９ ２，８７５ 

 ２，８６２ ２，９１８ 

 ２，９０１ ２，９５９ 

改め、同表備考第２項中「３，００８円」を「３，０６８円」に、「２，９７４円」を「３，０３３

円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和４年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後の勤務に対する報酬について適用し、同日前

までの勤務に対する報酬については、なお従前の例による。 
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